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 質　問　事　項 

 

№　１－１　　

学校に水筒給水機の設置を

 
 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

気象庁は、今年から最高気温が 40 度以上の日を酷暑日と呼ぶことにしまし

た。東京では５月に２回目となる最高気温が 30 度以上となる真夏日を観測し

ました。今年も暑い夏となりそうです。 

災害級であるこの暑さに対して、令和６年４月に更新された文部科学省の

「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」では、「近年、学校の

管理下における熱中症は、小学校・中学校・高等学校等を合わせると毎年 5,000

件程度発生しています。また熱中症による死亡事故も、年間に０～２名程度と

減少傾向にありますが、熱中症に関する正しい知識・対策で、重症化を減らし

てく必要があります。」と書かれています。 

　また、環境省『熱中症環境保健マニュアル 2018』を引用し、環境、からだ、

行動の３項目に分けて熱中症を引き起こす要因が示されています。その行動の

項目の中に「水分補給がしにくい」とあります。さらに、令和６年４月追補版

では、チェックリストの項目に「活動中やその前後に、適切な水分等の補給や

休憩ができる環境を整える」、「児童生徒等同士で水分補給や休憩、体調管理の

声をかけ合うよう指導する」とあります。学校等における熱中症事故対策に関

する事例として、水分補給スタンドの設置による児童生徒の水分補給のサポー

ト事例が紹介されています。 

更に、こども家庭庁のホームページには、「みんなで見守り「こどもの熱中

症」を防ぎましょう！」とあり、子どもの行動や特徴から、子どもは大人より

熱中症を起こしやすいこと、そして、こまめな水分補給の必要性が書かれてい

ます。そこで、学校管理下における熱中症対策としての水分補給について伺い

ます。
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 質　問　事　項 

 

№　１－２　　

学校に水筒給水機の設置を

 
 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

（１）　水分補給の現状について 

 

（２）　ウオータークーラーの衛生面、管理面について 

現在、学校に設置されているウオータークーラーについて、水の衛生

面や接触による感染リスク、また、清掃・点検の管理の現状を伺います。 

 

（３）　水筒への水分補充について 

水筒への水分補充の現状と必要性について、どのように認識されてみ

えますか。 

 

（４）　熱中症対策とプラスチックごみ削減による環境意識向上のため、給水

機の設置を 

　　　給水機は、ボトルに直接補給でき、冷水で飲みやすく、児童生徒が自

主的に水分補給できるという点で、熱中症対策として有効であると考え

ます。給水機設置についてのお考えを伺います。
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 質　問　事　項 

 

№　　２　　

不登校児童生徒の健康診断について

 
 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

学校の健康診断は、学校保健安全法に基づき、学校医により主に学校で行わ

れます。このため登校できない児童生徒は受診が難しく、早期治療が必要な病

気などの発見が遅れる懸念があります。文部科学省は 2024 年９月、対応を求

めて都道府県などに事務連絡を出しましたが、実際は現場の判断に任されてい

る現状です。 

そこで、本市における不登校児童生徒の健康診断についての現状と受診費用

助成について伺います。 

 

（１）　不登校児童生徒の健康診断未受診の現状について 

不登校児童生徒数に対して、健康診断未受診の児童生徒数を伺いま

す。 

 

（２）　不登校児童生徒の健康診断受診の現状について 

 

（３）　学校外での健康診断受診費用の現状について 

 

（４）　学校外での健康診断受診費用の助成について
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 質　問　事　項 

 

№　３－１　

身寄りのない高齢者等への終活支援を

 
 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

全国的に、頼れる身寄りのない単身高齢者が増加し、入院時の身元保証、金

銭管理、相続、そして死後の事務まで、家族が担ってきた役割を果たせない高

齢者が急増しています。医療機関では身元保証人がいないことで入院が遅れる

事例が増え、介護施設では緊急連絡先が確保できないケースが課題となってい

ます。また、死後の事務についても、葬儀・火葬・納骨・公共料金の清算・行

政手続など、これまで家族が担ってきた事務を誰も行えない「無縁化」のリス

クが高まっています。 

昨年 11 月の読売新聞ではこのように報じられています。「日本総合研究所の

推計では、子も配偶者もいない高齢者は 40 年に 688 万人になる。未婚率の上

昇や家族関係の希薄化を背景に、24 年（371 万人）の 1.9 倍に膨らむ。身寄り

のない高齢者を支援するため、入院時などの身元保証や死後の手続きを有料で

引き受ける民間事業者が増えている。全国に 400 社以上あるとされ、新規参入

も相次ぐ。ただ、規制する法律や監督省庁がなく、契約を巡るトラブルも起き

ている。国民生活センターによると、サービスに関する相談は昨年度に 420

件と、５年前の３倍に増えた。業界に対しては「人の弱みにつけ込み、高額な

料金を取る」といった見方もある。」 

また、国は身寄りのない高齢者等の入院時の身元保証、金銭管理、そして死

後の事務まで、行政が関与する包括的支援を制度化しようと社会福祉法等を改

正し５月 26 日、衆議院本会議で可決されました。全国の社会福祉協議会など

で支援する体制をつくり広く支援を提供することを目指しています。改正案で

は、身寄りのない高齢者等の日常生活支援、入院や入所の手続、死後事務の支

援を行う事業を第二種社会福祉事業と位置付け、日常生活自立支援事業の対象

を身寄りのない高齢者等にも広げ、日常生活の支援に加え、入院・入所の手続

か死後事務のどちらか、あるいは両方を支援します。
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 質　問　事　項 

 

№　３－２　

身寄りのない高齢者等への終活支援を

 
 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

既に文京区、八王子市、川崎市、京都市、福岡市、船橋市など多くの自治体

が、生前から死後までを一貫して支援する仕組みを整えています。愛知県内で

は、大府市、岡崎市、豊田市が令和 6年度から「身寄りのない高齢者等が抱え

る生活上の課題に対応するためのモデル事業」に取り組んでいます。名古屋市

においては、市と社会福祉協議会が連携し、預託金を預かり契約内容に基づき

手続を行う「あんしんエンディングサポート事業」を行っています。本市にお

いても、生前から死後までを切れ目なく支援する仕組みを整備することは、も

はや不可欠であると考え以下質問いたします。 

 

（１）　本市の人口、高齢化率、単身高齢者数の実態と推移、見通しについて 

尾張旭市の人口は増加傾向にありましたが、今後減少していくと推計

されています。年齢階層別の人口構成を見ると、高齢者の人口割合が増

加し、令和 12 年には約３人に１人が高齢者となる見込みとされていま

す。本市の人口、高齢化率、単身高齢者数の実態と過去 5年間の推移、

今後の見通しについて伺います。 

 

（２）　本市の単身高齢者の実態調査について 

本市の単身高齢者の実態、身元保証の困難事例、死後事務の発生状況

など、 現状を正確に把握する調査が必要だと考えますが、本市のお考

えを伺います。 
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 質　問　事　項 

 

№　３－３　

身寄りのない高齢者等への終活支援を

 
 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

（３）　包括的な相談、相談窓口の設置について 

誰もが安心して歳を重ねることができる社会をつくるため、身寄りの

ない高齢者等の生活上の課題に向き合い、終活・身元保証・相続・死後

事務などの相談、また、公的支援や民間事業者が提供するサービスなど、

地域の社会的資源を組み合わせた包括的な支援のマネジメントや、各種

支援・契約の履行状況の確認を行うなどの相談窓口が必要となってくる

と考えます。本市のお考えを伺います。 

 

（４）　身寄りのない高齢者等に対する支援制度の構築を 

国は厚生労働省の「地域共生社会の在り方検討会議」において、生前

の相談支援から身元保証、そして死後の事務まで、地域社会を構成する

様々な主体がそれぞれの役割を効果的に発揮できる体制づくりや制度

を整備する方針を明確に示しています。本市の身寄りのない高齢者等に

対する支援制度の構築についてのお考えを伺います。
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 質　問　事　項 

 

№　　４　　

「ディスレクシア」など読み書き困難な人に「ひらがな表記」

を

 
 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

内閣府が示す「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」には、

「合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状

況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置か

れている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、

「（２）過重な負担の基本的な考え方」に掲げた要素を考慮し、代替措置の選

択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲

で、柔軟に対応がなされるものである。」とあります。 

ディスレクシアは国内で約７%いるとされ、文字の読み書きに特化した困難

を持っています。ディスレクシアの人は漢字の読み取りに時間がかかるため、

ひらがな見本があるだけで住民票などの申請書の心理的負担が大きく減りま

す。また、同じく漢字が苦手な外国人に対しては、ローマ字表記があると理解

がしやすいと思います。更には、障害者差別解消法における合理的配慮の提供

では、行政機関には「できる限りの配慮」が求められており、ひらがな見本は

その一つとして適切であると考え、以下質問いたします。 

 

（１）　読み書き困難者への配慮としての現状について 

 

（２）　住民票などの申請書にひらがな・ローマ字表記を追加することについ

て


